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平成２９年教育委員会臨時会議事録（要旨） 

 

１ 開催日時  平成２９年８月３１日（木） 

        開会：午前９時３０分  閉会：１０時００分 

 

２ 開催場所  教育委員会室２ 

 

３ 会議次第 

○議案第９５号 大津市教育委員会事務決裁規程の一部改正について 

○議案第９６号 平成２９年度大津市一般会計教育費９月補正予算に係る意見の申出につい

て 

○議案第９７号 大津市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

に係る意見の申出について 

 

４ 出席委員等 

   桶谷教育長、日渡委員、前田委員、壽委員、八田委員 

 

５ 会議に出席した説明員 

   船見教育次長、西村政策監、丹羽教育監、南堀教育総務課長、伏見同課副参事、 学校

教育課長、二ノ宮学校教育課長補佐、押栗生涯学習課長、渡邉生涯学習課主幹、堀口保

育幼稚園課長、森保育幼稚園課副参事 

 

６ 会議に出席した事務局職員 

   伊藤教育総務課主任、西本同課主事 

 

７ 会議を傍聴した者 

（１）一般傍聴者       ０人  （２）市政記者等の傍聴者   ０人 

 

８ 議事の経過  別紙のとおり  
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（議事の経過） 

 

開会  教育長が臨時会の開会を宣言 

議題の非公開  議案第９６号、議案第９７号について、非公開とすることを可決 

 

○議案第９５号 大津市教育委員会事務決裁規程の一部改正について 

 

【説 明】 

○南堀教育総務課長 議案第９５号大津市教育委員会事務決裁規程の一部改正について、教育

委員会の議決を求めるものである。 

事務の効率化、専決処理の迅速化等を目的として、大津市事務決裁規程が改正されたことに

伴い、同様に所要の改正を行うものであり、現状の組織に合わせた処理方法を定めるものや、

協議先の簡素化を行うものである。施行日は平成２９年９月１日となる。 

 

【質 疑】 

○日渡委員 なぜこのタイミングの改正なのか。 

○伏見教育総務課副参事 本来、平成２９年４月１日付の人事異動によって改正すべき内容も

含まれているが、支所長に課長補佐級の職員を置くこととしたことに伴う、市長部局における

事務決裁規程の改正内容の取りまとめに時間を要したためである。 

 

【採 決】 可決 

 

○議案第９６号 平成２９年度大津市一般会計教育費９月補正予算に係る意見の申出について 

 

【説 明】 

○南堀教育総務課長 平成２９年度大津市一般会計教育費９月補正予算に係る意見の申出につ

いて、教育委員会の意見を求めるものである。 

補正前の教育費の現計予算総額は、８８億３，９０７万２千円、このたびの補正予算総額は

１億７，３２８万３千円、これにより補正後の教育費予算総額は、９０億１，２３５万５千円

となる。 

設備維持管理補修費（小）の小学校維持管理事業費は、小学校施設の修繕等の管理経費の執

行状況を勘案し、年度末までに見込まれる不足額を計上するものである。 

設備維持管理補修費（小）の小学校校舎等改修事業費は、今後の児童数の増加により普通教

室の不足が見込まれる瀬田北小学校の校舎増築に係る調査設計費用、及び、老朽化に伴い不具

合が生じている石山小学校における消火設備の改修工事に係る工事費等を計上するものであ

る。石山小学校の工事は翌年度にまたがることから、今年度は工事費の前金分として４割相当

額を計上しており、残金分は平成３０年度債務負担行為で限度額の設定を行う。 

学校施設大規模改修費の中学校大規模改造事業費は、現在進めている中学校給食の導入に伴

う配膳室等の整備事業に関し、外壁のアスベスト調査に係る経費を計上する一方、配膳室整備

工事の進捗に伴って設計費等を減少させるものである。 

設備維持管理補修費（中）の中学校維持管理事業費は、中学校施設の修繕等の管理経費の執

行状況を勘案し、年度末までに見込まれる不足額を計上するものである。 

設備維持管理補修費（中）の中学校校舎等改修事業費は、中学校給食の導入に伴う配膳室等

の整備事業について、唐崎中学校での工事費のほか、各中学校での外壁のアスベスト調査に係

る経費を追加で計上するものである。唐崎中学校の工事は翌年度にまたがることから、今年度

は工事費の前金分として４割相当額を計上しており、残金分は平成３０年度債務負担行為で限

度額の設定を行う。 

○ 学校教育課長 生きる力を育てる教育推進事業費の小１すこやか支援員事業は、小１すこ

やか支援員の雇用人数等の確定による増額である。 

○堀口保育幼稚園課長 施設維持管理補修費（幼）の幼稚園維持管理事業費は、老朽化に伴う
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幼稚園施設の修繕等の管理経費の執行状況を勘案し、年度末までに見込まれる不足額を計上す

るものである。 

 施設型給付等支給費の施設型給付等支給事業費（教育）は、民間の認定こども園等に係る処

遇改善の増額分と給付費の見直し等により、扶助費を増額するものである。処遇改善について

は、国の制度改正に伴い、民間の幼稚園教諭にかかる新たな職として、中核リーダー・専門リ

ーダー・若手リーダーを設けることによりキャリアパスの仕組みを構築し、幼稚園教諭等の処

遇改善に取り組む民間の認定こども園等に対し、キャリアアップによる処遇改善に要する経費

を補正するものである。 

 

【質 疑】 

○日渡委員 保育幼稚園課における施設型給付等支給事業費（教育）の増額については、処遇

改善による加算ということだが、これは給付相手方の給与の増加になるという理解でよいか。 

○堀口保育幼稚園課長 そのとおりである。歳入の内訳は国庫補助金１/２、県費１/４、市費

１/４であり、給与に紐付きの運営費として給付を行う。 

○日渡委員 幼稚園教諭等の処遇改善は、現場はどう捉えているか。 

○堀口保育幼稚園課長 今回の補正分に加えて別途、給与水準が低いといわれている中で、給

与の２％アップも行っており、今回の補正で中間層の給与もアップすることに繋がるため、現

場からは有難いという声を聞いている。 

○日渡委員 平均してどれぐらいの給与アップになるのか。 

○堀口保育幼稚園課長 ２％の給与アップで５６０万円、中間層の強化で３，０００万円を見

込んでいる。対象は全園（認定こども園１２園と新制度へ移行している私立幼稚園３園で合計

１５園）である。 

 

【採 決】 承認 

 

○議案第９７号 大津市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

係る意見の申出について 

 

【説 明】 

○押栗生涯学習課長 大津市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定に係る意見の申出について、教育委員会の意見を求めるものである。 

大石公民館の移転に伴い、所要の改正を行うものであり、大石市民センターは支所と公民館

が併設されているが、現在の建物の老朽化に伴い、現在の所在地の近くに移転するため、平成

２８年１０月に着工し、本年１１月に竣工を予定している。これにより、大津市立公民館の設

置及び管理に関する条例における、大石公民館部分の住所、会議室の名称・使用料を改正する

ものである。施行期日は別途教育委員会規則で定める。 

 

【質 疑】 

○八田委員 使用料につき、和室と調理室の面積が変わらないように見えるが、なぜ使用料に

差があるのか。 

○押栗生涯学習課長 和室は２室あるように見えるが、実際は入り口が１箇所であることから

分けて貸すことができず、かつ１部屋は茶席の控え室のように使われる場合が多いことから、

１部屋ベースの料金設定としている。 

○八田委員 調理実習室の面積が広がり、料金が倍以上になっているが、要望に沿っているの

か。 

○押栗生涯学習課長 公民館の建設にあたっては地域の女性団体など各種団体ときちんと協議

をしているが、その中で要望があった。加えて、災害があった場合の炊き出しの拠点にもなる

ので、部屋を大きくし設備を充実させてほしいという意見を取り入れたものである。 

 

【採 決】 承認 
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閉会 教育長が臨時会の閉会を宣言 


